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期
日
前
投
票
に
お
け
る
投
票
立
会
人
を

募
集
し
ま
す
。
投
票
立
会
人
と
は
、
投
票

所
に
お
い
て
、
投
票
事
務
が
公
正
か
つ
適

正
に
行
わ
れ
る
よ
う
立
ち
会
う
人
で
す
。

投
票
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、

自
分
の
目
で
確
か
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

▽
立
会
い
の
日

　

11
月
５
日
㈪
〜
10
日
㈯
の
間
の
希
望
日

▽
立
会
い
の
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

▽
立
会
い
の
場
所　

　

市
役
所
１
階
中
会
議
室

▽
応
募
資
格

　
市
内
在
住
で
選
挙
権
を
有
す
る
20
代
の
方

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

▽
報
酬

　

１
日　

１
万
５
０
０
円

▽
申
込
方
法

　

所
定
の
申
込
用
紙
（
窓
口
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
）
に
記
入
の

上
、10
月
１
日
㈪
ま
で
に
窓
口
へ
持
参
、

ま
た
は
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
電
子
メ
ー
ル

（
申
込
用
紙
を
添
付
）
で
申
し
込
む

※
郵
送
の
場
合
は
、
10
月
１
日
㈪
必
着

　

任
期
満
了
に
伴
う
守
谷
市
長
選
挙
を
行

い
ま
す
。
な
お
、
守
谷
市
議
会
議
員
に
１

人
の
欠
員
を
生
じ
た
た
め
、
守
谷
市
長
選

挙
と
同
時
に
守
谷
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

を
行
い
ま
す
。

　

守
谷
市
長
選
挙
お
よ
び
守
谷
市
議
会
議

員
補
欠
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
を
対
象
と

し
た
説
明
会
を
、
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

す
。
立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
（
ま
た

は
そ
の
代
理
の
方
）
は
、
必
ず
出
席
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
開
催
日　

　

10
月
４
日
㈭

▽
開
催
時
間

　

午
後
２
時
〜
４
時

▽
会
場　
　

　

市
役
所
１
階
大
会
議
室

▽
供
託
金

　

立
候
補
に
当
た
っ
て
は
、
市
長
選
挙
は

１
０
０
万
円
、
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
は

30
万
円
の
供
託
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
得
票
数
が
法
定
の
一
定
の
得
票

数
に
達
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
選
、
落

選
に
関
係
な
く
供
託
金
は
返
還
さ
れ
ま
す
。

④
放
棄
・
放
任

⑤
経
済
的
虐
待

⑷
障
が
い
者
な
ど
へ
の
支
援
体
制

　

市
で
は
、
障
が
い
者
の
虐
待
防
止
お
よ

び
家
族
な
ど
の
養
護
者
に
対
し
、
次
の
よ

う
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

①
障
が
い
者
の
一
時
的
な
保
護
（
家
族
な

ど
養
護
者
か
ら
の
分
離
）

②
障
が
い
者
の
一
時
的
な
保
護
が
必
要
な

い
場
合
に
お
け
る
支
援
（
障
が
い
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
医
療
機
関
へ
の
受

診
な
ど
）

③
虐
待
を
行
っ
て
い
る
家
族
な
ど
養
護
者

へ
の
支
援

⑸
虐
待
の
通
報
・
届
出

　

市
で
は
、
障
が
い
者
虐
待
の
通
報
窓
口

や
相
談
等
を
実
施
す
る
「
障
が
い
者
虐
待

防
止
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

虐
待
の
通
報
や
届
出
を
し
た
人
の
情
報

は
法
律
に
よ
り
守
ら
れ
ま
す
。
障
が
い
の

あ
る
方
が
、
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

と
こ
ろ
を
見
た
り
、
聞
い
た
り
し
た
場
合

や
障
が
い
の
あ
る
方
本
人
が
虐
待
を
受
け

た
と
感
じ
た
場
合
は
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
通
報
・
問
合
先　

　

市
役
所
社
会
福
祉
課　

　

障
が
い
福
祉
Ｇ　

　

内
線
１
６
４
、１
６
５

　
「
障
害
者
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
、
障

害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す

る
法
律
（
障
害
者
虐
待
防
止
法
）」
が
10

月
１
日
㈪
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

障
が
い
者
に
対
す
る
虐
待
が
障
が
い
者

の
権
利
や
尊
厳
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、

障
が
い
者
の
自
立
お
よ
び
社
会
参
加
を
推

進
す
る
上
で
、
こ
の
虐
待
を
防
止
す
る
こ

と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
法
律
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑴
対
象
と
な
る
障
が
い
者　

①
身
体
障
が
い
者

②
知
的
障
が
い
者

③
精
神
障
が
い
者（
発
達
障
が
い
を
含
む
）

④
心
身
の
障
が
い
や
社
会
的
な
障
壁
に
よ

り
、
日
常
生
活
・
社
会
生
活
を
送
る
こ

と
が
困
難
で
援
助
が
必
要
な
方

※
障
が
い
者
手
帳
を
取
得
し
て
い
な
い
場

合
も
含
む

⑵
障
が
い
者
に
対
す
る
虐
待　

①
家
族
な
ど
の
養
護
者
に
よ
る
虐
待

②
障
が
い
者
福
祉
施
設
従
事
者
な
ど
に
よ

る
虐
待

③
障
が
い
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
な

ど
に
よ
る
虐
待

⑶
障
が
い
者
に
対
す
る
虐
待
の
例

①
身
体
的
虐
待

②
性
的
虐
待

③
心
理
的
虐
待

選
挙
期
日
（
投
票
日
） 

11
月
11
日
㈰

告
示
日　

11
月
４
日
㈰

●
問
合
先　

市
役
所
総
務
課
内

　
「
選
挙
管
理
委
員
会
」　

内
線
３
５
３

　

senkyo@
city.m

oriya.ibaraki.jp

「
障
害
者
虐
待
防
止
法
」
が
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す

立
候
補
予
定
者
説
明
会
に
つ
い
て

あ
な
た
も
経
験
し
ま
せ
ん
か
？

20
代
の
投
票
立
会
人
募
集

守
谷
市
長
選
挙
お
よ
び
守
谷
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙


